
告

示

平成™œ年˜—月˜œ日 火曜日 第�˜œ—号官 報

Ò
品
種
登
録
の
番
号
、
品
種
登
録
の
年
月
日
、
登
録
品

種
の
属
す
る
農
林
水
産
植
物
の
種
類
、
登
録
品
種
の
名

称
、
育
成
者
権
の
存
続
期
間
、
品
種
登
録
を
受
け
る
者

の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び
に
出
願
公

表
の
年
月
日

１
品
種
登
録
の
番
号
第
2
2
6
9
7号

２
品
種
登
録
の
年
月
日
平
成
2
5年

1
0月

1
5日

３
登
録
品
種
の
属
す
る
農
林
水
産
植
物
の
種
類

C
a
le
n
d
u
la

L
.

４
登
録
品
種
の
名
称

C
L
ツ
ノ
ダ

A
R
１

５
育
成
者
権
の
存
続
期
間

2
5年

６
品
種
登
録
を
受
け
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

所
又
は
居
所

有
限
会
社
角
田
ナ
ー
セ
リ
ー

愛
知
県
一
宮
市
萩
原
町
萩
原
橋
上
1
4
`
１

７
出
願
公
表
の
年
月
日

平
成
2
3年

1
1月
９
日

１
品
種
登
録
の
番
号

第
2
2
6
9
8号

２
品
種
登
録
の
年
月
日

平
成
2
5年

1
0月

1
5日

３
登
録
品
種
の
属
す
る
農
林
水
産
植
物
の
種
類

C
a
le
n
d
u
la

L
.

４
登
録
品
種
の
名
称

C
L
ツ
ノ
ダ

A
T
K
２

５
育
成
者
権
の
存
続
期
間

2
5年

６
品
種
登
録
を
受
け
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

所
又
は
居
所

有
限
会
社
角
田
ナ
ー
セ
リ
ー

愛
知
県
一
宮
市
萩
原
町
萩
原
橋
上
1
4
`
１

７
出
願
公
表
の
年
月
日
平
成
2
3年

1
1月
９
日

１
品
種
登
録
の
番
号
第
2
2
6
9
9号

２
品
種
登
録
の
年
月
日
平
成
2
5年

1
0月

1
5日

３
登
録
品
種
の
属
す
る
農
林
水
産
植
物
の
種
類

C
a
le
n
d
u
la

L
.

４
登
録
品
種
の
名
称

C
L
ツ
ノ
ダ

A
T
K
３

５
育
成
者
権
の
存
続
期
間

2
5年

６
品
種
登
録
を
受
け
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

所
又
は
居
所

有
限
会
社
角
田
ナ
ー
セ
リ
ー

愛
知
県
一
宮
市
萩
原
町
萩
原
橋
上
1
4
`
１

７
出
願
公
表
の
年
月
日
平
成
2
3年

1
1月
９
日

１
品
種
登
録
の
番
号
第
2
2
7
0
0号

２
品
種
登
録
の
年
月
日
平
成
2
5年

1
0月

1
5日

３
登
録
品
種
の
属
す
る
農
林
水
産
植
物
の
種
類

C
a
le
n
d
u
la

L
.

４
登
録
品
種
の
名
称

C
L
ツ
ノ
ダ

A
T
W

W
２

５
育
成
者
権
の
存
続
期
間

2
5年

６
品
種
登
録
を
受
け
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

所
又
は
居
所

有
限
会
社
角
田
ナ
ー
セ
リ
ー

愛
知
県
一
宮
市
萩
原
町
萩
原
橋
上
1
4
`
１

７
出
願
公
表
の
年
月
日
平
成
2
3年

1
1月
９
日

１
品
種
登
録
の
番
号
第
2
2
7
0
1号

２
品
種
登
録
の
年
月
日
平
成
2
5年

1
0月

1
5日

３
登
録
品
種
の
属
す
る
農
林
水
産
植
物
の
種
類

C
a
le
n
d
u
la

L
.

４
登
録
品
種
の
名
称

C
L
ツ
ノ
ダ

A
D
K
１

５
育
成
者
権
の
存
続
期
間

2
5年

６
品
種
登
録
を
受
け
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

所
又
は
居
所

有
限
会
社
角
田
ナ
ー
セ
リ
ー

愛
知
県
一
宮
市
萩
原
町
萩
原
橋
上
1
4
`
１

７
出
願
公
表
の
年
月
日
平
成
2
3年

1
1月
９
日

１
品
種
登
録
の
番
号
第
2
2
7
0
2号

２
品
種
登
録
の
年
月
日
平
成
2
5年

1
0月

1
5日

３
登
録
品
種
の
属
す
る
農
林
水
産
植
物
の
種
類

C
a
le
n
d
u
la

L
.

４
登
録
品
種
の
名
称

C
L
ツ
ノ
ダ

A
K
５

５
育
成
者
権
の
存
続
期
間

2
5年

６
品
種
登
録
を
受
け
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

所
又
は
居
所

有
限
会
社
角
田
ナ
ー
セ
リ
ー

愛
知
県
一
宮
市
萩
原
町
萩
原
橋
上
1
4
`
１

７
出
願
公
表
の
年
月
日
平
成
2
3年

1
1月
９
日

１
品
種
登
録
の
番
号
第
2
2
7
0
3号

２
品
種
登
録
の
年
月
日
平
成
2
5年

1
0月

1
5日

３
登
録
品
種
の
属
す
る
農
林
水
産
植
物
の
種
類

C
a
le
n
d
u
la

L
.

４
登
録
品
種
の
名
称

C
L
ツ
ノ
ダ

A
T
Y
B
１

５
育
成
者
権
の
存
続
期
間

2
5年

６
品
種
登
録
を
受
け
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

所
又
は
居
所

有
限
会
社
角
田
ナ
ー
セ
リ
ー

愛
知
県
一
宮
市
萩
原
町
萩
原
橋
上
1
4
`
１

７
出
願
公
表
の
年
月
日
平
成
2
3年

1
1月
９
日

〇
法
務
省
告
示
第
三
百
七
十
八
号

福
島
県
白
河
市
役
所
保
存
の
次
の
除
籍
が
滅
失
し
た
た

め
、
こ
れ
を
再
製
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
次
に
掲
げ
る

者
は
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
五
日
ま
で
に
、
同
市
長

に
対
し
て
、
次
の
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

一

当
該
除
籍
に
関
係
の
あ
る
戸
籍
の
届
出
、
報
告
、
申

請
、
請
求
若
し
く
は
嘱
託
を
し
、
又
は
戸
籍
に
記
載
を

要
す
る
書
類
を
提
出
し
た
者
は
、
そ
の
事
項
を
更
に
申

し
出
る
こ
と
。

二

前
項
に
掲
げ
る
除
籍
の
謄
本
、
抄
本
又
は
除
籍
に
記

載
し
た
事
項
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
現
に

所
持
す
る
者
は
、
こ
れ
を
提
示
す
る
こ
と
。

注

意

一

申
出
は
、
口
頭
で
も
差
し
支
え
な
い
。

二

申
出
の
手
続
に
つ
い
て
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ

ば
、
白
河
市
役
所
又
は
福
島
地
方
法
務
局
白
河
支
局
に

照
会
す
る
こ
と
。

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日法

務
大
臣

谷
垣

禎
一

福
島
県
西
白
河
郡
白
河
町
字
中
町
七
十
三
番
地常

盤
條
太
郎

〇
財
務
省
告
示
第
三
百
三
十
二
号

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
十
三
条
第
三

項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
省
の
保
有
す
る
行
政

文
書
の
開
示
に
係
る
手
数
料
の
納
付
を
事
務
所
に
お
い
て

現
金
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
所
を
定
め
る
件
（
平
成

十
三
年
三
月
財
務
省
告
示
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日財

務
大
臣

麻
生

太
郎

北
陸
財
務
局
福
井
財
務
事
務
所
の
項
中
「
福
井
県
福
井

市
宝
永
二
e

四
e

十
」を「
福
井
県
福
井
市
春
山
一
e

一
e

五
十
四
」
に
改
め
る
。

〇
財
務
省
告
示
第
三
百
三
十
三
号

行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
四
十
八
号
）
第
十

八
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
省
の
保
有

す
る
個
人
情
報
の
開
示
に
係
る
手
数
料
の
納
付
を
事
務
所

に
お
い
て
現
金
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
所
を
定
め
る

件
（
平
成
十
七
年
三
月
財
務
省
告
示
第
百
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日財

務
大
臣

麻
生

太
郎

北
陸
財
務
局
福
井
財
務
事
務
所
の
項
中
「
福
井
県
福
井

市
宝
永
二
丁
目
四
番
十
号
」
を
「
福
井
県
福
井
市
春
山
一

丁
目
一
番
五
十
四
号
」
に
改
め
る
。

〇
財
務
省
告
示
第
三
百
三
十
四
号

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
中
華
人
民
共
和
国
及
び
ス
ペ
イ

ン
各
国
産
電
解
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
に
係
る
関
税
定
率
法

（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
八
条
第
二
十
七

項
に
規
定
す
る
調
査
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
十
八
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
十
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
調
査
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
不
当
廉
売
関
税

に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
六
号
）
第
九

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日財

務
大
臣

麻
生

太
郎

一

延
長
さ
れ
る
調
査
の
期
間

五
箇
月

二

延
長
の
理
由

一
部
の
利
害
関
係
者
か
ら
調
査
当
局

の
求
め
に
応
じ
て
追
加
の
証
拠
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
調
査
の
透
明
性
を
確
保
し
つ
つ
証
拠
等
の
更
な

る
検
討
を
行
う
た
め
に
は
一
層
の
時
日
を
要
す
る
た
め

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
三
十
三
号

移
植
に
用
い
る
造
血
幹
細
胞
の
適
切
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
九
十
号
）
第
四
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
造
血
幹
細
胞
提
供
支
援
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

一

名
称

日
本
赤
十
字
社

二

住
所
及
び
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
港
区
芝
大
門
一
丁
目
一
番
三
号

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
六
百
四
十
五
号

種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
品
種
登
録
を
し
た
の
で
、
同
条
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日

農
林
水
産
大
臣

林

芳
正

™
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